
議案第１号

米子市教育委員会公印規則の一部を改正する規則の

制定について

米子市教育委員会公印規則をここに公布する。

令和５年１月 日

米子市教育委員会教育長 浦 林 実

米子市教育委員会規則第 号
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米
子
市
教
育
委
員
会
公
印
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

米
子
市
教
育
委
員
会
公
印
規
則
（
平
成
１
７
年
米
子
市
教
育
委
員
会
規
則
第
１
０
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
、
下
線
及
び
太
枠
で
示
す
よ
う
に
改
正
す
る
。

改
正

後
改

正
前

（
電
子
刷
込
公
印
）

第
1
0
条

別
表
第
１
の
８
の
項
に
規
定
す
る
米
子
市
教
育
委
員
会
印
及
び
同
表
の

９
の
項
に
規
定
す
る
米
子
市
教
育
委
員
会
教
育
長
印
は
、
電
子
計
算
機
に
記
録

さ
れ
た
こ
れ
ら
の
公
印
の
印
影
を
、
プ
リ
ン
タ
に
よ
り
こ
れ
ら
の
規
定
の
使
用

区
分
の
欄
に
掲
げ
る
文
書
に
打
ち
出
し
て
使
用
す
る
。

２
［
省
略
］

３
電
子
刷
込
公
印
の
管
守
者
及
び
電
子
刷
込
公
印
の
印
影
を
出
力
す
る
プ
リ
ン

タ
の
主
管
課
長
は
、
当
該
電
子
刷
込
公
印
の
不
正
使
用
及
び
当
該
電
子
刷
込
公

印
を
使
用
す
る
文
書
の
偽
造
を
防
止
す
る
た
め
に
、
必
要
な
措
置
を
講
じ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

［
削
除
］

（
電
子
刷
込
公
印
）

第
1
0
条

別
表
第
１
の
８
の
項
に
規
定
す
る
米
子
市
教
育
委
員
会
印
は
、
電
子
計

算
機
に
記
録
さ
れ
た
当
該
公
印
の
印
影
を
、
プ
リ
ン
タ
に
よ
り
同
項
の
使
用
区

分
の
欄
に
掲
げ
る
文
書
に
打
ち
出
し
て
使
用
す
る
。

２
［
省
略
］

３
電
子
刷
込
公
印
の
管
守
者
及
び
電
子
刷
込
公
印
を
出
力
す
る
プ
リ
ン
タ
の
主

管
課
長
は
、
当
該
電
子
刷
込
公
印
の
不
正
使
用
及
び
当
該
電
子
刷
込
公
印
を
使

用
す
る
文
書
の
偽
造
を
防
止
す
る
た
め
に
、
必
要
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

４
第
５
条
の
規
定
に
よ
る
電
子
刷
込
公
印
の
登
録
に
つ
い
て
は
、
当
該
電
子
刷

込
公
印
の
印
影
を
出
力
す
る
プ
リ
ン
タ
ご
と
に
行
う
も
の
と
す
る
。

別
表
第
１
（
第
３
条
、
第
９
条
、
第
1
0
条
関
係
）

別
表
第
１
（
第
３
条
、
第
９
条
、
第
1
0
条
関
係
）

名
称

様
式

寸
法

（
ミ
リ
メ
ー

ト
ル
）

書
体

使
用
区
分

管
守
者

個
数

１
～
８

［
省
略
］

９
米
子
市

教
育
委
員

会
教
育
長

印
（
電
子

刷
込
公

印
）

⑶
方
2
0

れ
い
書

就
学
援
助
に
関

す
る
文
書
特

別
支
援
教
育
就

学
奨
励
費
に
関

す
る
文
書

こ
ど
も
政

策
課
長

１

1
0
［
省
略
］

名
称

様
式

寸
法

（
ミ
リ
メ
ー

ト
ル
）

書
体

使
用
区
分

管
守
者

個
数

１
～
８

［
省
略
］

［
新
設
］

９
［
省
略
］
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附
則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

備
考

表
中
の
［

］
の
記
載
は
、
注
記
で
あ
る
。
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議案第１号参考資料

米子市教育委員会公印規則の一部を改正する規則

（改正理由）

令和４年度から就学援助システムを導入することに伴い、就学援助等に

関する文書に電子刷込公印を使用することとするため、改正しようとする

ものです。

（改正内容）

１ 就学援助に関する文書及び特別支援教育就学奨励費に関する文書に

使用する米子市教育委員会教育長印（電子刷込公印）を新たに定めるこ

ととする。（改正後別表第１の９の項関係）

使用する公印

名称 米子市教育委員会教育長印（電子刷込公印）

様式 ⑶

寸法 方 20 ミリメートル

管守者 こども政策課長

個数 １個

２ 電子刷込公印の登録に関する事務の見直しに伴い、当該登録に関する

規定を削除することとする。（第 10 条関係）

３ この規則は、公布の日から施行することとする。
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